
 

〇三木市太陽光発電施設の設置に関する条例 

令和 4 年 9 月 29 日 

条例第 19 号 

（目的） 

第１条 この条例は、市内における太陽光発電施設の設置が、災害並びに公害

を防止し、及び景観並びに生活環境に配慮しながら適正に行われるよう必要

な事項を定めることにより、地域社会との調和を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する施設（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物に設置するものを除

く。）をいう。 

(2) 設置者 太陽光発電施設を設置する者をいう。 

(3) 管理者 太陽光発電施設の管理を行う者をいう。 

(4) 設置工事 太陽光発電施設を設置する工事（当該設置に伴う木竹の伐

採又は切土若しくは盛土を行う工事を含む。）をいう。 

(5) 事業区域 太陽光発電施設の用に供する土地の区域をいう。 

(6) 近隣関係者 太陽光発電施設の設置に伴い、生活環境に影響を受ける

おそれのある者として規則で定める者をいう。 

（適用の範囲） 

第３条 この条例の規定は、発電出力５０キロワット以上の太陽光発電施設に

ついて適用する。ただし、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条

例(平成２９年兵庫県条例第１４号)の規定に基づき届出を行って設置する

ものを除く。 

（市の責務） 

第４条 市は、第８条第１項に規定する施設基準が遵守され、この条例の適正

かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。 

（設置者及び管理者の責務） 

第５条 設置者及び管理者は、関係法令等及びこの条例を遵守するほか、事業

区域及びその周辺地域の景観並びに生活環境に十分配慮するとともに、事故、

災害、公害等（以下「事故等」という。）の防止及び近隣関係者との良好な

関係の構築に努めなければならない。 

２ 設置者は、太陽光発電施設の設置に伴い事業区域において事故等が発生し



たとき又は近隣関係者と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をも

ってこれを解決し、再発防止のための措置を講じるよう努めなければならな

い。 

３ 管理者は、太陽光発電施設及び事業区域の適切な管理に努めなければなら

ない。 

４ 設置者又は管理者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）その他関係法令

等に従い廃棄物を適正に処分し、事業区域の修景、整地及び防災上必要な措

置を講じなければならない。 

（土地所有者の責務） 

第６条 土地の所有者は、事故等の発生を助長し、又は良好な自然環境若しく

は生活環境を損なうおそれのある設置者及び管理者に対して、当該土地を使

用させることのないよう努めなければならない。 

（禁止区域） 

第７条 設置者は、次の各号に掲げる区域（以下「禁止区域」という。）を事

業区域としてはならない。ただし、太陽光発電施設の設置に係る事業の内容

等が、関係法令の定めに適合したものであるときは、この限りではない。 

(1) 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された土

地の区域 

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５

７号）第３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

(3) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の規定に

より指定された地すべり防止区域 

(4) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項又は同法第２５

条の２第１項及び第２項の規定により指定された保安林 

(5) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条

第２項第１号に規定する農用地区域 

(6) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の規定により指定された土砂災

害特別警戒区域 

（施設基準） 

第８条 太陽光発電施設の設置等に関する基準（以下「施設基準」という。）

は、規則で定める。 

２ 施設基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 景観及び生活環境の保全に関する事項 



(2) 事故等の防止に関する事項 

(3) 維持及び管理に関する事項 

(4) 廃止後において行う措置に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（近隣関係者への説明） 

第９条 設置者は、設置工事を行おうとするときは、あらかじめ、近隣関係者

に対し、当該太陽光発電施設の設置等に関する計画（以下「事業計画」とい

う。）について説明を行わなければならない。 

２ 前項の説明を行うに当たっては、設置者は、事業計画の内容について近隣

関係者の理解が得られるよう努めなければならない。 

３ 設置者は、第１項の規定による近隣関係者への説明をしたときは、規則で

定めるところにより、当該説明をした内容を市長に報告しなければならない。 

（事前協議） 

第１０条 前条第３項による報告をした設置者は、あらかじめ、三木市環境保

全条例（昭和５０年三木市条例第２２号）第１９条の規定により市長と協議

しなければならない。 

２ 第３条ただし書の規定にかかわらず、前項の規定は、太陽光発電施設等と

地域環境との調和に関する条例の規定により届け出なければならない太陽光

発電施設についても適用する。 

（事業計画の届出） 

第１１条 前条第１項の規定による協議を行った設置者は、設置工事に着手し

ようとする日の３０日前までに、規則で定めるところにより、事業計画を市

長に届け出なければならない。 

２ 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 設置者及び管理者の氏名並びに住所（法人その他の団体にあっては、

その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日 

(3) 事業区域の所在地及び面積 

(4) 太陽光発電施設の出力 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３ 市長は、第１項の規定による届出を受けた事業計画が他の市町の区域の生

活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町の長に

対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。 

（事業計画の変更の届出） 

第１２条 設置者は、前条第２項に掲げる事項の変更（規則で定める軽微な変



更（以下「軽微な変更」という。）を除く。）をしようとするときは、当該

変更後の設置工事に着手する日の３０日前までに、規則で定めるところによ

り、当該変更をする内容を市長に届け出なければならない。 

２ 設置者は、軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞な

く、市長に届け出なければならない。 

３ 第９条の規定は、前２項の規定による変更をする場合について準用する。

この場合において、第９条第１項中「設置工事」とあるのは、「事業計画の

変更後の設置工事」と、「当該太陽光発電施設の設置等に関する計画（以下

「事業計画」という。）」とあるのは、「変更後の事業計画」とする。 

４ 設置者は、軽微な変更をする場合における前項の規定により準用する第９

条第１項の近隣関係者への説明及び同条第３項の報告については、規則で定

めるところにより行うことができる。 

（工事完了の届出） 

第１３条 第１１条第１項及び前条第１項の規定による届出をした者は、当該

届出に係る設置工事が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞な

くその旨を市長に届け出なければならない。 

（廃止の届出） 

第１４条 設置者又は管理者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、

規則で定めるところにより、廃止しようとする日の３０日前までに、その旨

を市長に届け出なければならない。 

（報告の徴収） 

第１５条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、設置者

又は管理者に対し、太陽光発電施設の設置又は管理に関する状況その他必要

な事項について、報告を求めることができる。 

（指導又は助言） 

第１６条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、設置者

又は管理者に対し、必要な措置をとるよう指導又は助言をすることができる。 

（勧告及び公表） 

第１７条 市長は、設置者又は管理者が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、当該設置者又は管理者に対し、期限を定めて必要な措置を講じる

ことを勧告できる。 

(1) 第１１条から第１４条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出

をしたとき。 

(2) 第１５条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

(3) 正当な理由なく、前条の規定による指導に従わないとき。 



２ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、

その旨及び勧告に従わない者の氏名又は名称並びに住所（法人その他の団体

にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）を公表す

ることができる。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について、必要な事

項は、規則で定める。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前

日までに、三木市環境保全条例第１９条の規定による事前協議に係る申出が

あった設置工事（施行日以後に第３条の適用を受けることとなる太陽光発電

施設に係るものに限る。）については、第１１条の規定による届出があった

ものとみなし、施行日以後に着手する設置工事について適用する。 

３ 施行日の前日までに設置工事に着手し、又は設置工事が完了している太陽

光発電施設のうち、施行日以後に第３条の適用を受けることとなるものにつ

いては、施行日以後の施設基準（第８条第２項第３号及び同項第４号に限

る。）及び第１４条から第１７条までの規定（維持及び管理並びに廃止に関

する規定に限る。）を適用する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、施行日の前日までに設置工事に着手し、若し

くは設置工事が完了しているもの又は三木市環境保全条例第１９条の規定に

よる事前協議に係る申出があった太陽光発電施設のうち、施行日以後に第３

条の適用を受けることとなるものについては、第７条、第８条第２項第１号

及び同項第２号の規定は、適用しない。ただし、施行日以後に第１２条第１

項に規定する事業計画の変更をすることにより、第７条、第８条第２項第１

号及び同項第２号の適用を受けることとなる太陽光発電施設における当該変

更に係る部分以外の部分に限る。 


